
北上市企業立地奨励条例の一部改正について

地域再生法の一部改正に伴い、市条例を改正するもの。

令和２年５月28日 議会全員協議会
商工部企業立地課

３ 当市条例（制度）概要

○優遇税制措置（固定資産税）
①移転型（東京23区から本社機能を移転）
課税免除【１年目：０円、２年目：０円、３年目：０円】

②拡充型（地方にある企業の本社機能の強化・拡充：東京23区以外）
不均一課税
課税する率【１年目：０、２年目：1／３、３年目：２／３】

◎当市これまで該当事業なし

市町村が優遇税制措置（課税免除又は不均一課税）を実施した場合、減収
額の一部が国から補填される。

１ 地域再生法の概要

・地域再生計画により、国から認定を受けたエリアに事業者の本社機能が
移転した際に、その事業者に対して優遇税制措置が講じられる。
岩手県も地域再生計画の認定を受けており、北上市は工業団地等のエリ

アが認定を受けている。

４ 法改正の内容

○優遇税制の適用期間を２年間延長
・国税 オフィス減税（取得資産に係る特別償却等）

雇用促進税制（新規雇用増加に係る法人税の税額控除）
・県税 事業税、不動産取得税の課税免除・不均一課税
・市税 固定資産税の課税免除・不均一課税

・現在：平成32年３月31日まで→改正後：令和４年３月31日まで

５ 条例改正の主な事項（６月議会提案、公布の日から施行）

【条文】
○第５条（地域再生計画に定められた事業に係る固定資産税の課税免除等）
・適用期間 現行：平成32年３月31日まで

→改正後：令和４年３月31日まで
詳細は別紙 議案のとおり

（参考：他市等状況／R2.５月調査時点）
条例改正予定：岩手県、盛岡市、大船渡市、金ケ崎町、花巻市（６月）

奥州市（９月）

６ 参考

○条例改正と合わせて、都市機能誘導区域を対象エリアに追加予定

【背景】
現在、国内生産拠点の再編が進む中、当市においては、自動車関連産業に

加え、半導体関連産業の立地が進み、オフィス需要においても当市への立地
ニーズが高まっている。これを契機に、立地適正化計画に定める都市機能誘
導区域へ本社機能（オフィス需要）を誘導し、「あじさい都市」の実現（都
市拠点形成）に資する。

【目指す効果】
・市内バス路線、花巻空港シャトル
バス、JR等の公共交通機関の利用
促進

・北上工業団地周辺の渋滞緩和
・まちなかへの居住地誘導
（居住誘導区域／立地適正化計画）

・北上駅東口駐車場土地利活用事業
との相乗効果発揮

（西口の高度利用）

２ 適用要件等

○制度の適用要件
・対象施設➡本社機能を有している業務施設

・事務所：企画、情報処理、国際事業、総務人事等管理部門
・研究所：研究開発 ※）工場内の研究開発施設も対象
・研修所：人材育成

・計画認定（移転・拡充先施設）➡従業員数が５人（中小２人）以上増加
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